
農
林
水
産
省
関
係
畜
舎
等
の
建
築
等
及
び
利
用
の
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

農
林
水
産
省
関
係
畜
舎
等
の
建
築
等
及
び
利
用
の
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
令
和
三
年
農
林
水
産
省
令
第
六
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
（
以
下
「
傍
線
部
分
」
と
い
う
。）で
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
あ
る
も
の
は
、
こ
れ
を
当
該
傍
線
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に

掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
で
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
で
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
な
い
も
の
は
、

こ
れ
を
削
る
。

改

正

後

改

正

前

（
家
畜
の
飼
養
の
用
に
供
す
る
施
設
に
関
連
す
る
施
設
）

（
家
畜
の
飼
養
の
用
に
供
す
る
施
設
に
関
連
す
る
施
設
）

第
一
条

畜
舎
等
の
建
築
等
及
び
利
用
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。）第
二
条
第
一
項
の
家
畜

の
飼
養
の
用
に
供
す
る
施
設
に
関
連
す
る
施
設
と
し
て
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
施
設
は
、
第
一
号
に
掲
げ
る

施
設
と
し
、
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
施
設
を
含
む
も
の
と
す
る
。

第
一
条

畜
舎
等
の
建
築
等
及
び
利
用
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。）第
二
条
第
一
項
の
家
畜

の
飼
養
の
用
に
供
す
る
施
設
に
関
連
す
る
施
設
と
し
て
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
施
設
は
、
第
一
号
及
び
第
二

号
に
掲
げ
る
施
設
と
し
、
第
三
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
施
設
を
含
む
も
の
と
す
る
。

一

家
畜
の
飼
養
の
用
に
供
す
る
施
設
に
付
随
す
る
施
設
（
家
畜
の
飼
養
の
用
に
供
す
る
施
設
の
敷
地
又
は
こ

れ
に
隣
接
し
、
若
し
く
は
近
接
す
る
土
地
に
建
築
等
を
し
、
当
該
家
畜
の
飼
養
の
用
に
供
す
る
施
設
と
一
体

的
に
利
用
す
る
施
設
を
い
う
。）で
あ
っ
て
、
次
の
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
も
の

一

搾
乳
施
設

イ

搾
乳
施
設

（
新
設
）

ロ

集
乳
施
設

（
新
設
）

ハ

畜
産
経
営
に
必
要
な
貯
水
施
設
、
水
質
浄
化
施
設
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
施
設

（
新
設
）

ニ

飼
料
、
敷
料
そ
の
他
の
畜
産
経
営
に
必
要
な
物
資
の
保
管
の
目
的
の
た
め
に
使
用
す
る
施
設

（
新
設
）

ホ

農
業
用
ト
ラ
ク
タ
ー
、
ト
ラ
ク
タ
ー
シ
ョ
ベ
ル
そ
の
他
の
畜
産
経
営
に
必
要
な
車
両
の
保
管
の
目
的
の

た
め
に
使
用
す
る
施
設

（
新
設
）

令和年月日 火曜日 (号外第号)官 報
〇
農
林
水
産
省
令
第
三
号

畜
舎
等
の
建
築
等
及
び
利
用
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
三
十
四
号
）
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
農
林
水
産
省
関
係
畜
舎
等
の
建
築
等
及
び
利
用
の
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次

の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
一
月
三
十
一
日

農
林
水
産
大
臣

野
村

哲
郎





（
削
る
）

二

家
畜
の
飼
養
の
用
に
供
す
る
施
設
に
付
随
す
る
集
乳
施
設

二

家
畜
の
飼
養
の
用
に
供
す
る
施
設
又
は
前
号
に
掲
げ
る
施
設
に
附
属
す
る
門
又
は
塀

三

家
畜
の
飼
養
の
用
に
供
す
る
施
設
若
し
く
は
前
二
号
に
掲
げ
る
施
設
に
附
属
す
る
門
又
は
塀

三

家
畜
の
飼
養
の
用
に
供
す
る
施
設
又
は
第
一
号
に
掲
げ
る
施
設
内
の
室
で
あ
っ
て
、
畜
産
経
営
に
関
す
る

執
務
又
は
作
業
（
軽
微
な
も
の
に
限
る
。）そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
目
的
の
た
め
に
使
用
す
る
も
の

四

家
畜
の
飼
養
の
用
に
供
す
る
施
設
又
は
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号
に
掲
げ
る
施
設
内
の
室
で
あ
っ
て
、
畜

産
経
営
に
関
す
る
軽
微
な
執
務
又
は
作
業
、
飼
料
若
し
く
は
敷
料
又
は
農
業
用
機
械
の
保
管
そ
の
他
こ
れ
ら

に
類
す
る
目
的
の
た
め
に
使
用
す
る
も
の

四

家
畜
の
飼
養
の
用
に
供
す
る
施
設
又
は
第
一
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
施
設
内
の
室
で
あ
っ
て
、飼
料
、

農
業
用
ト
ラ
ク
タ
ー
そ
の
他
の
畜
産
経
営
に
必
要
な
物
資
又
は
車
両
の
保
管
（
軽
微
な
も
の
に
限
る
。）の
目

的
の
た
め
に
使
用
す
る
も
の

（
新
設
）

（
家
畜
排
せ
つ
物
の
処
理
又
は
保
管
の
用
に
供
す
る
施
設
）

（
家
畜
排
せ
つ
物
の
処
理
又
は
保
管
の
用
に
供
す
る
施
設
）

第
二
条

法
第
二
条
第
一
項
の
家
畜
排
せ
つ
物
の
処
理
又
は
保
管
の
用
に
供
す
る
施
設
と
し
て
農
林
水
産
省
令
で

定
め
る
施
設
は
、
家
畜
排
せ
つ
物
の
処
理
又
は
保
管
の
用
に
供
す
る
施
設
の
う
ち
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ

る
施
設
と
し
、
第
三
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
施
設
を
含
む
も
の
と
す
る
。

第
二
条

法
第
二
条
第
一
項
の
家
畜
排
せ
つ
物
の
処
理
又
は
保
管
の
用
に
供
す
る
施
設
と
し
て
農
林
水
産
省
令
で

定
め
る
施
設
は
、
家
畜
排
せ
つ
物
の
処
理
又
は
保
管
の
用
に
供
す
る
施
設
の
う
ち
、
屋
根
及
び
柱
又
は
壁
を
有

す
る
も
の
（
こ
れ
に
類
す
る
構
造
の
も
の
を
含
む
。）と
し
、
当
該
施
設
に
附
属
す
る
門
又
は
塀
及
び
当
該
施
設

内
の
室
で
あ
っ
て
、
畜
産
経
営
に
関
す
る
軽
微
な
執
務
又
は
作
業
、
飼
料
若
し
く
は
敷
料
又
は
農
業
用
機
械
の

保
管
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
目
的
の
た
め
に
使
用
す
る
も
の
を
含
む
も
の
と
す
る
。

一

屋
根
及
び
柱
又
は
壁
を
有
す
る
施
設
（
こ
れ
に
類
す
る
構
造
の
も
の
を
含
む
。）

（
新
設
）

二

高
さ
が
八
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
発
酵
槽
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
施
設
（
前
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。）

（
新
設
）

三

第
一
号
に
掲
げ
る
施
設
に
付
随
す
る
施
設
（
同
号
に
掲
げ
る
施
設
の
敷
地
又
は
こ
れ
に
隣
接
し
、
若
し
く

は
近
接
す
る
土
地
に
建
築
等
を
し
、
当
該
施
設
と
一
体
的
に
利
用
す
る
施
設
を
い
う
。）で
あ
っ
て
、
次
の
イ

又
は
ロ
に
掲
げ
る
も
の

（
新
設
）

イ

も
み
殻
、
お
が
く
ず
そ
の
他
の
家
畜
排
せ
つ
物
の
処
理
又
は
保
管
に
必
要
な
物
資
の
保
管
の
目
的
の
た

め
に
使
用
す
る
施
設

ロ

農
業
用
ト
ラ
ク
タ
ー
、
ト
ラ
ク
タ
ー
シ
ョ
ベ
ル
そ
の
他
の
家
畜
排
せ
つ
物
の
処
理
又
は
保
管
に
必
要
な

車
両
の
保
管
の
目
的
の
た
め
に
使
用
す
る
施
設

四

第
二
号
に
掲
げ
る
施
設
に
附
属
す
る
施
設
で
あ
っ
て
、
当
該
第
二
号
に
掲
げ
る
施
設
を
制
御
す
る
た
め
の

施
設

（
新
設
）

五

家
畜
排
せ
つ
物
の
処
理
若
し
く
は
保
管
の
用
に
供
す
る
施
設
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
施
設
に
附
属
す
る
門

又
は
塀

（
新
設
）

六

第
一
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
施
設
内
の
室
で
あ
っ
て
、
家
畜
排
せ
つ
物
の
処
理
又
は
保
管
に
関
す
る
執

務
又
は
作
業
（
軽
微
な
も
の
に
限
る
。）そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
目
的
の
た
め
に
使
用
す
る
も
の

（
新
設
）

七

第
一
号
に
掲
げ
る
施
設
内
の
室
で
あ
っ
て
、
家
畜
排
せ
つ
物
の
処
理
又
は
保
管
の
た
め
に
必
要
な
物
資
又

は
車
両
の
保
管
（
軽
微
な
も
の
に
限
る
。）の
目
的
の
た
め
に
使
用
す
る
も
の

（
新
設
）

附

則

こ
の
省
令
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

令和年月日 火曜日 (号外第号)官 報 


